
(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

令和 5 年 1 月分第1表 大阪地裁管内
集計表

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

処
理
区
分

受 理 人 員

日

受

Ｉ

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

今
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階 の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

６
。

建
議
勧
告
件
数

当月
32

7
7 39 1 1O 11 28

4

1月からの累計 7
7 1 10 11

備

考



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

令和 5 年 2 月分第1表 大阪地裁管内
集計表

座） 月醗胴 I,

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送
合
計

未
済
人
員

第 2 段階 の 審査

●

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
28

6
6 34 1 1 33

4

1月からの累計 13
13 1 11 12

備
考

ー



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 ， 年 3 月分 大阪地裁管内
集計表

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

～

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
子
一
ユ
テ
」

職
権
移
送 計

〈
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計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
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相
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審
査
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切
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申
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下
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送

谷
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計

未
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人
員

第 2 段階の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

起に

訴至‘

ら
ず
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
33

13
13 46 3 10 6 19 27

3 1

1月からの累計 26
26 4 21 ． 6 31

3

備

考

、



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報
第1表 令和 5 年 4 月分 大阪地裁管内

集計表

（最刑一）
(注） 職権審査事件については, 「受理人員」の「旧受j及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

△
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

へ
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

･起に

至
ら
ず

訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
27

19
19 46 2 5 1 8 38

1

1月からの累計 45
45 6 26. 1 6 39

4

備

考



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 5 月分 大阪地裁管内
集計表

,

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
口

計

既一 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

へ
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階 の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
38

19
19 57 8 1 9 48

1月からの累計 64
64 6－ 34 1 7 48 ．

4

備
考

一 心



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 6 月分 大阪地裁管内
集計表

、

，

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

△
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階 の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
48

6
6 54 1 8 9 45

1月からの累計 70
70 7 42 1 7 57

4

備

考

季



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 7 月分 大阪地裁管内
集計表

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受。

新 受

申
立
て

職

.権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

△
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず
号

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
45

ll
11 56 10 10 46

1月からの累計 81
81 7 ． 52 1 7 67

4

備
考



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 － 8 月分 大阪地裁管内
集計表

，

P

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移

送
計

合
計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
46

17
17 63 2 1 3 60

1月からの累計 -98
98 7 54 2 ・ 7 70

4

備

考

一



‐

(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 9 月分 大阪地裁管内
集計表

ー

(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

~

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

今
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

谷
口

計

未
済
人
員

第 2 段階の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
60 、

6
6 66 25 1 26 40

1月からの累計 104
104 7 79 3 7 96

4

備
考

、

デ



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 10 月分 大阪地裁管内
集計表

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び｢合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送 ●

△
ロ
到
飢

未
済
人
員

第 2 段階 の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
40

6
6 46 10 10 36

1月からの累計 110
110 7 89 3 7 106

4

備
考



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報
第1表 令和 5 年 ll 月分 大阪地裁管内

集計表

（最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階 の 審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
36

9
9 45 3 3 42

1月からの累計 119
119 7 92 3 7 109

4

備

考



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 、 5 年 12 月分 大阪地裁管内
集計表

座） H齪胴

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

今
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送
合
計

未
済
人
員

第 2 段階 の 審 ・査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
42

9
9 51 10 1 ll 40

1月からの累計 128
128 7 102 4 7 120

4

備

考



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 1 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

未
済
，
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

ひ

’
・
二
酉

ロ
。
｝
。
■

査の申
立
て

・
・

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

6 1 7 1 1 6

】
二

当月 1

、 、 |、
1 1 1

1月からの累計 1

一

備

考 申

（最刑一）･

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 2 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員，人 第 2 段階の 審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

不
起
訴
相
当

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

査

’
の南

千
一
￥
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 中他

6 3 9 9
当月 3

1 1 1 Ⅱ 1 1 1 Ⅱ

、 I､､
4 1 1

1月からの累計 4
ﾛ

旬 ｡

備
凸 ｡

I ｰ

■

P

す

■

I 。

心

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の．｢旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

令和 5 年 、3 月分第1表 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

Ⅱ■■■

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

い

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ谷
口新 受

卓
』
一

■
■
。

査の申
立
て

Ｉ
移
送

職
権

酉
』

計
計

受 送 計 員 他 中

9 4 13 1 6 7 6
当月 4

、 N| | 卜、 へ
8 2 6 8

。

1月からの累計 8

備
▼

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

ー



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 4 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数
一

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査
旧 起

訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

申
立
却
下

不
起
訴
相
当

移
△
ロ 審

査
開
始

処
理
区
分

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ《
ロ新 受

勺

■■■■

■■■■

I■■■■

計

査の申
立
て

職
権
移
送 計

受 送 計 員

一
・
一
一
一

中他

6 4 10 2 2 8当月 4

L1里.

、
6

| ‘， ’
10

、 、
12 4

1月からの累計 12

ト
ロ

備

考

（最刑一）

(注）職権審査事件については「受理人員｣の｢旧受｣及び｢合計｣ ， 「既済人員｣並びに」未済人員｣の各箇所に()を付し,内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 5 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

■

未
済
人

第 2 段階の審査’ 建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 員人

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

処
理
区
分

審
査
中

そ〈
ロ新 受

の申
立
て

■
■

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他

8 I 9 4 4 5当月 1

、 、 |、
13 8 6 14

1月からの累計 13

備

垂
弓

（最刑一）●

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 6 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員 第 2 段階の審査人

再
』
国

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

合

一
室
一

新 受

査
’

の函
干
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 中他

5 2 7 1 1
当月 2

、
15 9 6 15

1月からの累計 15

備

考

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 7 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

未
済
人

受 建
議
勧
告
件
数

理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

処
理
区
分

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ
合新 受

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

ヨ
ロ
一

6 2 8 2 2 6

一

当月 2

、 |、 へ ’ 、
17 11 6 17

1月からの累計 17

備

ー

圭
与

命
■

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査･建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 8 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

Ⅸ

〈
ロ

計
９

一
加

計
３

受
Ｉ
移
送

●

職
権

新

０

申
立
て
３

２、

受
６

日Ｉ 旧
△
ロ新受

申
立
て

職
権
移
送計

計
受

639
3

20
20

起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移
〈
ロ 審

査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

起
訴
議
決

審
査

処
理
区
分

そ

の

’
一
一

送 計 貝 他 中

9当月

車
・
■
■
■
■
■
岡
■
■
■
■
日|'| |"I､
6 17

へ 匿謹
11

1月からの累計

由

備

考

戸

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 9 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
〈
ロ不

起
訴
相
当

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

処
理
区
分

審
査

そ〈
ロ新 受

申
■
・
■

の申
立
て

職
権
移
送 計

計
◆

受 送 計 員 他 中

9 1 10 4 4 6
当月 1

－

、 公 | “ヘ
21

へ盾
葬
一

21 15 6
1月からの累計 21

｜
芋

0

備

華
弓

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 10 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 人 員 第 2 段階の審査

Ⅱ■■■

I■■■

Ⅱ■■■

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移不
起
訴
不
当

今
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

処
理
区
分

審そ

『二今ロ
新 受

ロ
卓
！

査の由
宇
一
ユ
ー
Ｌ

Ⅱ■■■■■

Ⅱ■■■■■

一

職
権
移
送

Ⅱ■■■■

＝

■■■■

計
計

■

受

■
■
■

送 計 員 他 中

6 6 2 2 4当月

ｃ
・
卓、 、 ’ 、 仇上

21 17 6 23
1月からの累計 21

●
ご
そ

備
｡ ÷

考

（最刑一）
①

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員｣-並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 11 月分 大阪地裁管内
大阪第一検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員 第 2 段階の審査人

一
】
』
『

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
公
ロ 審

査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

起
訴
議
決

そ処
理
区
分

谷
口新 受

ロ
画
二

査の
申
立
て

職
権
移
送 計

計
■■■■

I■■■

■■■■

受 送 計 員 他 中

4 4 8 8
当月 4

凸三_

、
25 6 ｜

屯

17 23
1月からの累計 25

備

■

1 －

考

ロ

(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1） へ

審査。建議勧告事件月報
第1表 令和 5 年 12 月分 大阪地裁管内

大阪第一検察審査会

未
済
人

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

処
理
区
分

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ
合新 受

Ⅱ■■■■■■

■■■■■■■■q■■

の申
立
て

職
権
移
送 計

計

一
一
・

ロ ＝

受 送 計 員 他 中

■

8 4 12 3 3 9当月 4 I Ⅱ I Ⅱ

ロ ロ ■

I
■

利"I | F N
29

29
26

’ 、
20 6

1月からの累計

一
ｂ

『
〃
も
》

，
▽
白
坐

●
二

「
Ｆ
入
島

■
二

ロ

備
‐

I

や
■
令

考
句

(最刑一）
(注） 職権審査事件については、 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 、 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し、内数として計上する。



、

(別紙様式第1）
～

審査。建議勧告事件月報 、

第1表 令和 5 年 1 月分 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

一

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員人 第 2 段階の審査
＝

心

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査
中

処
理
区
分

そ
合新 受

や

ロ

一

画

一

・
画
。

の南
申
立
て

職
権
移
送 計

計
受

一
、
一
一

送 計 他
●

2 1 3 2 2 1当月 1

■■■I■■

ー

3

■

、 『、 ' ’ 、
2 ：1

1月からの累計 1
ザ
一

甲

備

、

－ 1 ・

■

圭
壱

■

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 年 2 月分
F

D 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

申
立
却
下

移 合不
起
訴
相
当

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

’
一
『

‐
｜
、
一
・
・
日
．
’

。

’
’

一

一

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

■
■
■

一
十
一■

■
一
ｐ
’
。

1 1 2 2
当月 1 3

車

字
《、 | ， |、

2

|、 、
2 2

画

1月からの累計 2

凸

備

垂
壱

■

（最刑一）
(注) 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

一



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 年 3 月分
F

D 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 貝 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

処
理
区
分

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ合
口新 受

査

一
も

の申
立
て

。

二
一

職
権
移
送

ロ
。
。

計

一

計
受 送 計 員 他 中

2 2 4 4当月 2 3

。

、
4
－

]| | ' | || |zK
2 2

I､1月からの累計 4 3

備

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する｡

グ



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 4 月分 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

員｜ 既 員 ｜未''第 2 段階の 審査

未

済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 済 人

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

◇

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

の申
立
て |
職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

4 2 6 6
当月 2

、
2 蘆：
－

・ 6
6 2

1月からの累計 3
P

二

備

考

■

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 5 月分 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員’ 既人 済 員 第 2 段階の審査人

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

申
立
却
下

移
△
ロ 審

査
開
始

不
起
訴
相
当

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

谷
口新 受

一
一

】
一
一

査
中

の申
宇
圭
ユ
ー
Ｌ

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他

。

6 13 19 1 1 18
当月 13

、
19

N| | | 、
3 3

1月からの累計 19 3

。

備

考

(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 6 月分 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

一
一
一
一
国
一

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移
〈
ロ 審

査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 他 中

18 1 19 2 2 17当月 1

5

|‘ |、
5

|、
20

1月からの累計 20 3

備

I

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和5 年 7 月分 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

ー

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員 第 2 段階の審査人

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ処
理
区
分

〈
ロ新 受

。
『
一

の申
立
て

職
権
移
送 計

計

一
一
・
一

受 送 計 員 他 中

1 18 3 3 15I

■■■■

当月 1
■

■
一

刈“ ｜ ’21 爪
21 8

1月からの累計 3

｜
口

備
I

考

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）
ｰ

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 8 月分 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移
△
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査
中

処
理
区
分

そ今
ロ新 受

一
Ｃ
や

の申
立
て

職
権
移
送 計

計

一
二
二

受 送 計 員 他

15 2510 25当月 10

、 ’ 、
■■

831 8
1月からの累計 31 3

●
Ｂ

備
＝

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員jの「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 9 月分 大阪地裁管内
一大阪第二検察審査会

未
済
人

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 員人 第 2 段階の審査
ウ

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

処
理
区
分

起
訴
議
決

審そ〈
ロ新 受

由
ヤ

査の南
手
立
て

ロ

職
権
移
送 計

■■■■■

■■■■■

計
受 送 計 員 他 中

25 1 26 10 10 16当月 1

■
｝
が

、
32

ﾄ、
’

篝 へ |、
18 18

1月からの累計 32 3

備

聿
毎 牙

一

一

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 10 月分 大阪地裁管内
犬阪第二検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員 第 2 段階の審査人

。
■
■
■

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

〈
ロ新 受

査の｛
中
立
て

職
権
移
送 計

■
■
■
■

計

ロ

。

ロ

受 計送 員 中他

16 1 17 2 2 15
当月 一 1

■
■、 |、 r､､

33 20 20

一

1月からの累計 33

Ⅱ■■■

3

〃

備

考

(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



ユ

(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 11 月分 ． 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ
合新 受

査の申
立
て

職
権
移
送

一
一
一

計
計

受 送 計 員 他 中
Ⅱ■■■■■

■■■■■

ー

15 2 17 1 1 16
当月 2

、
35 21 21

1月からの累計 35 3

備

幸
言

． （最刑一）
(注） ‐職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 12 月分 ・ 大阪地裁管内
大阪第二検察審査会

未
済
人

建
・
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
谷
口不

起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
・
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

〈
ロ

｜
日
日
Ⅱ
■
■
Ⅱ
’
｜
↑
《
一

新 受

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

画

16 171 2 2 15
当月 1

』

、 36 N| |= I I I-I" K
23 2336

1月からの累計 3

備
●

考

(最刑一）
(注） 職権審査事件については、 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 、 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し、内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 1 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
ゞ
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

二
◆
。

|日 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

処
理
区
分

そ
合新 受

一
一

◆

の申
立
て

職
権
移
送 計

一
一

計
受 送 計 員 他 中

8 1 9 2 2 7
当月 1

－

■■■
●

、 | ‘ r､ 、 へ
一
息
医

1 2 2
1月からの累計

グ
ー

Ⅱ■■■

備
■

幸
壱

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



、

(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 2 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

|受 未
済
人

建
議
勧
告
件
数

理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査
●

I■■■

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移
〈
ロ 審

査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

起
訴
議
決

審
査
中

処
理
区
分

そ
合新 受

。

の申
立
て

職
権
移
送 計

計

グ
ー
。
。

受 送 計 員 他

7 1 8 8
当月 1

画

、 へ
22 2

1月からの累計 2

軍

●

備
Ⅱ

●

●

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



多

(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 3 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員 第 2 段階の審査人

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

起
訴
議
決

審
査

そ処
理
区
分

合新 受

』
一
一

。
』
｝

の申
立
て

職
権
移
送

■
■

計

一
一
甲
一

計
受 送 計 他 中

■

一

I■■■■

8 1 9 3 4 7 2
当月 1

。

、 | ‘へ
3

Ｉ
I へ

一
己

、
3 6 9

1月からの累計 3

I

備

一

聿
号

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

一



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 4 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 済既 員 第 2 段一階の審査人

旧 起
・
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移
今
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ処
理
区
分

合新 受

の申
立
て

職
権
移
送

。

■

■
■
■

計
計

受 送 計 員 他 中

2 3 5 1 41
当月 3

・
・

’
二、 へ |、

6 3 7 10
ヰ

1月からの累計

こ
ひ

6

備

考

（最刑一）
申

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 月分5 、大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

処
理
区
分

不
起
訴
相
当

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ 審〈
ロ新 受

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

4 2 6 1 1
『一

、当月 2

、 図■
１１

｢、
8 3 8

1月からの累計 8

備
唇

考

毛

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する｡‐

ｰ



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 6 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 人 員 第 段階の 審査2

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

処
理
区
分

移 合 審
査
・
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ〈
ロ新 受

査の申
立
て

職
権
移
送 計

一
・
・
一
一

計
受 送 計 員 他 中

ロ

『一

ひ 5 2 2 3当月

画 ■

一

一

へ

、 ' ． ド |、 N｢－
8 3 10 131月からの累計

一
上】

◇

一

備

考

■

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に｡(）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報
』

第1表 令和 5 年 7 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
合
口不

起
訴
相
当

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

処
理
区
分

審
査

そ

’
一
’

谷
口新 受

の南
申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

3 4 2 2 5当月 4

へ |、
二
子

12 3 12 15

画

1月からの累計 12

一

I

■

備

＝

'弓

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 8 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
．
起
訴
相
当

移
谷
口 審

査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

処
理
区
分

起
訴
議
決

審そ〈
ロ新 受

査申
立
て

の

職
権
移
送

画
■
”
画

計

■■■■

I■■■

■■■■

計
受 送 計 員 他 中

5 2 7 7当月

B ■■

ロ ■■■

2

へ N|
14 3 12 15

I1月からの累計 14

■

備
ﾛ 砂

■ ①

考
■

＝

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）
、

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 9 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

-受 員’ ． 既理 人 済 員 第 2 段階の 審 、査人
一

起
訴
相
当

審
査
打
切
り

審
査
開
始

旧 不
起
訴
不
当

申
立
却
下

移
〈
ロ 起

訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

不
起
訴
相
当

そ処
理
区
分

〈
ロ新 受

I■■

の
｜

’

申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

7 1 8 2 2 6
当月 1

一

|、 ’
15

卜 l l l

１１

、 | ’、
3 14 17

1月からの累計 15

上

備

I

垂
号

今合

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 10 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査
旧 起

訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
△
ロ処

理
区
分

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ合新 受

査の申
立
て

職
権
移
送 計

ロ
『
画

。
■

字

計
受 送 計 員 中他

6 1 7 4
－ 4 3当月 1

、 、 | | "N| | | | K
21■

甲
一

16 3 18
1月からの累計 16

備

I

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（)を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 11 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ合
口新 受

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

3 1 4 1 1 3
当月 1

I

、 図｜ ‘ ｜ ” l I l l ”卜、
3 19 22

瓜
17

1月からの累計 17

■ ■ ■ 凸

ロ

ロ

ロ

備
己

I ・■

ロ

幸
壱

■

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

ｰ



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 12 月分 大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

未
済
人
員

受 建
議
勧
告
件
数

理 員人 既 済 人 員 第 2 段階の 審査

口
旧 起

訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
今
ロ処

理
区
分

審
査
開
始

起
訴
議
決
一

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ合新 受

査

ﾛ■■■

の申
立
て

職
権
移
送

I■■■

雨

一

一

計

一
■
一
一
一

計
受 送 計 他 中

3 2 5 2 2 3当月 2

、
19

1

3 21

一
合

24

二

1月からの累計 19

。
車

備

●

ロ

ｳ

考

(最刑一）
(注） 職権審査事件については、 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 、 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し、内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 1 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員 第 2 段階の審査人

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

今
ロ新 受

査

ゞ
‐
図

計
１
１

移
送

職
権

申
立
て
１
１

ゞ
ゞ
、

申
立
て

職
権
移
送

ｌ由三口
計
受

415
1

1
1

の

送 計 員 他 中

11 2 3
当月 1

｜ ｜ ｜ ’へ
2

心
1 1

1月からの累計
■ ◆

備

｜ ’

幸
壱

一 〃

凸

一 己

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 月分2 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人
員

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

寺
申
一
一
。

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
〈
ロ処

理
区
分

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ合新 受

の｛
中
｛
￥
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 他 中

3 3 3当月

一

一

一

・

1

爪

一
。

1 1 1 2

B■■■■

1月からの累計 1

↑

備

聿
弓

｜ ’

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 3 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移 ､合 審
査
開
始

処
理
区
分

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ
合新 受

■
■
■

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

●
3 2 5 1 1 4当月 2 1

監誌 ’

十、
3

| | |3K
31

1月からの累計 3

lにと丘Gﾆﾆｰｰｰ

●

備 ● ● I

● ◆

●

考
●

■ ■ ●

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 4 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員人 第 2 段階の審査

＄
二
■

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
〈
ロ に

至
ら
ず

起
訴
議
決

不
起
訴
相
当

審
査
開
始

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

△
ロ新 受

査の南
干
立
て

職
権
移
送 計

一

計
受 送 計 員 中他

4 9 13 1 1 2 11
当月 9 1

､I"| | | " |､
12

12 | ‘へ
5

､
3 1

1月からの累計 1

備

考

’
(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 5 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 員 第 2 段階の審査人
■

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ処
理
区
分

△
ロ新 受

の｛
中
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

■ ■

ll 2 13 I 1 2 u
当月 2 ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

ロ 0 ﾛ ﾛ I ロ I I I Ip I ロ

、 、 I､ 、
14 1 4 1 1 7

1月からの累計 14 1

備

’ ‐

■ ｡

垂
言

子

、

争

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ，慨済人員」並びに．｢未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

一



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 6 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員 第 2 段階の審査人
一

■■■l■■

一

■■■■■■

■Ⅱ■■■

①

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ処
理
区
分

〈
ロ新 受 "

の｛
中
立
て

’
一
申
一
一

職
権
移
送 ●

■
。

計
計

■
■
■

受 送 計 他 中

巳

11 11 1 1 10
当月

、 、 へ
14 2 4 1 1 8

■

1月からの累計 14

一

1

一 ロ

備

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 7 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員人 第 2 段階の 審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

Ⅱ■■■■

■■■■■

一

一

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受

ロ
ロ
画

送 計 他 中
q IU ﾛ ロ l ロ

10 10 2 2 8
当月

。

1■ ロ 11

ロ ■

、 、 へ
r －

14 2 6 1 1 10
1月からの累計 14 1

寺
二

昏
一
一

一

備
4

、

一

考
●

（最刑一）申

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（)を付し，内数として計上する。

一



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 8 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 済既 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移
谷
口 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

8 1 9 9
当月 1

一
面
一、 |、
15 2 6 1 1 10

1月からの累計 15 1

備

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報
、

令和第1表 5 年 9 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

員 ’ 未
済
人
員

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 第 2 段階の審査人

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移
〈
ロ

へ

審
査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

処
理
区
分

起
訴
議
決

審
査

そ
合新 受

の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 ト

ニ
ユ
ロ 他 中

9

】

1 10 7 7 3
当月 1

■■■■

・
画へ ' 1 ｜ ｜ ‘『へ

1 17

、
16 2 13 1

1月からの累計 16

I■■■■

1

備

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

仁



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 10 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
，
議
決

審そ処
理
区
分

《
ロ新 受

一
一
一

査の申
立
て

二
一

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

一
一
ひ

3 3 6 6
当月 3

画
。
ロ
申

、 へ
１

｜ ｜"へ
17

‘ ’ 、
19 2 13 1

1月からの累計

Ⅱ■■■■■

19

ロ

備

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

~



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 11 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

申
立
却
下

移
〈
ロ不

起
訴
相
当

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ
合新 受

一
一
一

査の申
宇
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

6 1 7 7当月 1

N| ' | " |
2 1320 1 1 17

1月からの累計 20 1

備

ロ各

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

＝



(別紙様式第1） 〆

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 12 月分 大阪地裁管内
大阪第四検察審査会

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 済既 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

〈
ロ不

起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

の｛
中
立
て

職
権
移
送 計

’
’
二
一
一
。

計
受 送 計 他 中←

私 2 9 2 1 3 6
当月 2

、 |、 、
22 2 15 2 1 20

1月からの累計 22 1

備

考
争

（最刑一）
(注） 職権審査事件については、 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 、 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し、内数として計上する。

、



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 1 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査
中

処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

の南
手
立
て

職
権
移
送

一
一
二

計
計

受 送 計 員 他宙

ﾄH十
口

3 7

3

7 3 10 3
当月 3

3 3
1月からの累計 3

I

備
夕

幸
号

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに. 「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 2 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人

建
議
勧
舎
件
数

受 理 員’ 既人 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

●

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
・
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

の申
立
て

職
権
移
送 計

ト
ニ
ー
ロ

受 送 計 員 中他

I'

K

7 1 8 1 71
当月 1

Ⅱ ロ B D

へ ｜ ｜ ‘へ
44 4

1月からの累計 4

■

備
＝

■

l ‐

考
E

■

白 日

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， ．｢既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 3 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員’ 既 済人 員 第 2 段階の審査人

起
訴
相
当

旧 審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審そ処
理
区
分

合新 受
～

査

、

計
８
－

●『
訂
１
５

移
送

職
権

申
立
て
１
５、

受
７

申
立
て

職
権
移
送計

計
受

718
1

5
5

の

。
■
・
画

一
一

送 計 員 他 中

二
3 3

戸

、

二
一

当月

、
7 7

1月からの累計

。画

一
』

備

■

幸
弓

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表一 令和 5 年 4 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人
員

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査
■

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移
〈
ロ処

理
区
分

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ〈
ロ新 受

の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 他 中

5 5 1 1 2 3当月

、 |、
5 1 8 9

1月からの累計 甲5

■

1 ．
1 ．夕

午

備

I

I

I

幸
言

守

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 5 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

｜ 新
旧 起

訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ〈
ロ受

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

3 1 4 1 1 3
当月 1

、 、 NInコ一N「－Q

6 1 9 10

［
1月からの累計 6

二

備

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員｣の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）
.一、

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 6 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

処
理
区
分

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ合新 受

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

■
■
■

3 3 2 2 1当月

爪 へ
6 1 11 12

1月からの累計 6

■■■■

備

■

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員］の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 7 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人

受 建
議
勧
告
件
数

理 人 員 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

処
理
区
分

そ合

口
新 受

の申
立
て

職
権
移
送

■

ロ

卜
一
三
口

計

・
画

受 送 ト
ニ
ー
ロ 員 他

申
‐

1 4 5 5

■

当月 4
■■■■■■■■

’

■

■■■■■■■

■■■■■■■

、 N| |、
10 1 11 121月からの累計 10

一

凸
備

考

ロ

P

ー

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

令和 5 年， 8 月分第1表 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査
､

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ処
理
区
分

合新 受

の命
中
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 中他

'3

K

35 1 6 2 1 3
当月 1

、 ド |、
11 1 13 1

画

1月からの累計 11

。

備

■

宰
弓

■

｜ ’

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 9 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移 合不
起
訴
相
当

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

〈
ロ新 受

査の申
立
て

。

職
権
移
送 計

。
。

計
受 送 計 員 他 中

。
■
■

3 1 4 I 1 2 2
当月 1

画ー

、 ｢、
12 1 14 2 17

1月からの累計

・
昏

12

。

備

圭
弓

（最刑一）
■

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 10 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員 済人 既 員 第 2 段階の審査人

起
訴
相
当

審
査
打
切
り

旧 不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
谷
口 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

合新 受

査の
申
立
て

職
権

』
Ｐ

移
送 計

計
受 送 計 員 中他

蛤

2 1 3 3
当月

卓
酉

1

』

、’ 、 ｜ ｜ ｜へ
13 1 14 2 17

1月からの累計 13

。 。

備

〆

考

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（)を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 11 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

｜
｜
■

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員’ 既人 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

不
起
訴
相
当

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ処
理
区
分

〈
ロ新 受

I■■■■

I■■■■

一

の市
中
立
て

職
・
権

移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

3 1 4 1 1 3
当月 1

Ⅱ－

、 、 ｢、
Ⅱ■■■

。

14 1 15 2 18
1月からの累計 14

一

垂

備

1 ．－、

ロ ー
争

一
言

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 12 月分 大阪地裁管内
堺検察審査会

｜
’
一
一
ｌ
、
１
１
‐
．

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員’ 既 済 員人 第 2 段階の審査

■
△
旧 起

訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移 合不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査
中

そ処
理
区
分

〈
ロ新 受

。

の命
中
立
て

職
権
移
送 計

■

計
受 送 計 他

Ⅱ

L

3 3 3
当月

15
1 |、

14 1 2 18
1月からの累計 14

備

ロ

■

圭
弓

寺

（最刑一）
(注） 職権審査事件については、 「受理人員」の｢旧受」及び「合計」 、 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し、内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 1 月分 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

■■■

一

■■■

■■■

合

口
車
ロ

新 受

画

ご
字
。

凸

査の申
立
て

職
権
移
送

ロ
ロ

計
計

受 送 計 員 他 中

5 5 1 1 4
当月

■
■、 へ へ

1 1
1月からの累計

備

聿
号

I 。

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 2 月分 、 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 既 済 人 員 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

そ処
理
区
分

〈
ロ新 受

の

一
一
一
今
４

南
エ
ユ
て

職
権
移
送 計

ＧＩ
二
一
口

受 送 計 他 中

4 4 4
当月

ヘ

L

、 卜、
1 1

1月からの累計

▼
。

備

●

考

（最刑一）
b

(注） 職権審査事件については， 「受理人員］の「旧受」及び．｢合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）
ロ

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 3 月分 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員 済人 既 員 第 2 段階の審査人
一

■
。

起
訴
相
当

審
査
打
切
り

旧 申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

そ処
理
区
分

〈
ロ新 受

『
一
二
一

査
移
送
移
送

の申
立
て

職
権 計

計
受 送 計 員 他 中

■

I

4 3 7

一
二
己

1 61
当月 3

I ll ｜ ’ ｜ ’ ｜’
■ ■ ■ ■

、
二

N| 、
’ 3 2 2
1月からの累計 3

■■■■

p

一

‐

凸

＝

備

｜

ロ

｜ ，。
考

Ｇ■
■
■
■
■

一
日
■
■
■

｡

ロ

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員｣の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



一

(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 4 月分 大阪地裁管内
岸和.田検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 済既 人 員 第 2 段階の審査
■■■■■■

■■■■■■

－

◆

■I■■■■■

一

一
一
町
一

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

申
立
却
下

移 合不
起
訴
相
当

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
《
議
決

処
理
区
分

審
査
中

そ〈
ロ新 受

の申
立
て

二
一
二

職
権
移
送 計①

寺

■■■

Ⅱ■■■

■l■■

計

一
一
一

受 送 計 員 他

6

】
…

6 1 7 1 1当月 1

、ゞ | || : N
4

4
､ へ ｜ ’、

’

●
◆

1 2 3
1月からの累計

一
●

｜ ’
一

。

備

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1） 8

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 月分5 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 済既 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移
〈
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

処
理
区
分

審
査

そ今
ロ新 受

の

』
、

申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

■■■■

4

6 6 6
当月

、 へ
4 1 2 3

1月からの累計 4

備

聿
壱

串

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 6 月分 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 済既 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
△
ロ 審

査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審そ処
理
区
分

谷
口

■■■

新 受

■■■■■

■■■■■

■■■■■

査の申
立
て

職
権
移
送

■
■
■

計
計

受 送 計 他 中

6 3 9 1 1 8
当月 3

一
⑤
一、

37 1 4
1月からの累計 7

備

幸
弓

(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



～

(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 7 月分 大阪地裁管内
岸和田検察審査会、

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 員人 済既 員人 第 2 段階の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

〈
ロ不

起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査

処
理
区
分

そ〈
ロ新 受

卓
】
酉

の

。

南
不
一
￥
一
ｋ

職
権
移
送

●

計
計

受 送 計 員 中他

■
■

●

■

’

幻

8 8 1 1 7
当月

、
7 1 4 5

1月からの累計 7

一画
■ロ

■

●

備

ー

考

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 8 月分 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
．
人

申

受 建
議
勧
告
件
数

理 員人 既 済 員人 第 2 段階の審査
旧 起

訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

９

審
査
打
切
り

申
立
却
下

処
理
区
分

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審
査
中

そ〈
ロ新 受

の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他

』
。
。

7 7

国， ，、 』

7 7

7 1
7

7当月

■
■、 || K’

4 51月からの累計

備

考

ザ

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び｡ 「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 9 月分 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階 ・の審査

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下

移 合 審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審そ処
理
区
分

谷
口新

ロ
■
■
●

受

・
写

査の申
立
て

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他 中

7 1 8 1 71
当月 1

一
■
一、 、

一 へ
8 1 5

■

6
1月からの累計 8

備

｡

聿
壱

凸

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 10 月分 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 員 第 2 段階の審・査人

旧

二
二

起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
〈
ロ に

至
ら
ず

起
訴
議
決

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
開
始

起
訴
議
決

審
査
中

そ処
理
区
分

ロ

合新 受

の車
串
立
て

■
■

職
権
移
送 計

計
受 送 計 員 他

7 7 2 2
F

D
口当月

、
１

１

、 、 |へ
8 71 8

1月からの累計 8 ●
二

ゲ

備

華
言

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員｣の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

｛



(別紙様式第1）

審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 11 月分 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
人

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員 既 済 人 員 第 2 段階の審査

Ｉ
’
一
一

旧 起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

〈
ロ不

起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

移 審
査
開
始

起
訴
議
・
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

審処
理
区
分

そ

’
一

〈
ロ

一
■
二
一

新 受

I■■■■■■

_

査の申
立
て

職
権

●

移
送

』

計
計

受 送 計 員 他 中

。
■
。

■ ■
『一

、 5 5当月 や
口

◆

、 |、 、 仇
8 1 7 8

1月からの累計 8

備

宰
毎

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。



(別紙様式第1）

審査。建議勧告事件月報

第1表 令和 5 年 12 月分 大阪地裁管内
岸和田検察審査会

未
済
人
員

建
議
勧
告
件
数

受 理 人 員’ 既 済 員人 第 2 段階の審査

起
訴
相
当

旧 審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
△
ロ 審

査
開
始

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

起
訴
議
決

審
査

そ処
理
区
分

〈
ロ新 受

》
■
二
』

の申
立
て

』
一

職
権
移
送 計

計

■
■
■

受 送 計 他 中

一
■
。

一
一
凸

5 5 1 1 4
当月

■
■、

8

［ごロー＝壱

一

8 1 9

画

1月からの累計 8

一

備

』

■

ロ

宰
弓

(最刑一）

(注） 職権審査事件については、 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 、 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し、内数として計上する。


